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商標的使用に関する判決例の紹介（すしざんまい事件） 

弁護士・弁理士 金本 恵子

はじめに 

 商標権者は、自己の登録商標の指定商品・役務と同一

又は類似の商品・役務について、登録商標と同一又は類

似の標章を使用する行為を行う第三者に対し、差止め、

損害賠償等を請求できます。標章を使用する行為は商

標法２条３項各号に規定されていますが1、裁判例によ

れば、形式的にはこれらに該当する場合であっても、商

標の本質的機能である出所表示機能・出所識別機能を

果たす態様で使用されていない場合は、商標としての

使用（「商標的使用」）とはいえず、商標権侵害とならな

いとされています2。 

 しかし、事案によっては、商標的使用といえるか否か

の判断は容易でありません。以下においては、１審と控

訴審とで商標的使用等に関する判断が分かれた最近の

事案について説明します。 

１ 事案の概要 

 原告登録商標１～３（以下、「原告各商標」）を有する

原告が、被告が被告表示１～２（以下、「被告各表示」）

をインターネットの被告ウェブページに掲載した行為

（以下、「本件ウェブページ掲載行為」）等について、商

標権侵害又は不正競争行為に当たるとして、被告各表

示の差止め、損害賠償等を求めた事案です。 

 １審である東京地方裁判所は、本件ウェブページ掲

載行為を商標的使用と認め、差止め、損賠償請求の一部

を認容しました。 

 この判決に対し、被告が知的財産高等裁判所に控訴

 
1 例えば、商品名が商標登録されている場合に、商品又

は商品の包装に登録商標を付けて販売する行為や（2条 3

項 1号）、飲食店の店名が商標登録されている場合に、

その飲食店で料理を提供する食器にその登録商標を付け

る行為（2条 3項 3号）。 
2 例えば、東京地裁平成 20年（ワ）第 34852号は、「商

標の本質は，当該商標を使用された結果需要者が何人か

の業務に係る商品又は役務であることを認識することが

できるもの（商標法３条２項）として機能すること，す

したところ、知財高裁は、本件ウェブページ掲載行為は

商標的使用に該当せず、不正競争防止法２条１項１号

及び２号の商品等表示としての使用にも該当しないと

して、１審原告の請求をいずれも棄却しました。 

＜原告登録商標＞ 

• 原告登録商標１： 

・登録商標  

       

・商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 

第３０類 すし 

第４３類 すしを主とする飲食物の提供 

• 原告登録商標２：  

・登録商標（標準文字）  すしざんまい 

・商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 

第３０類 すし、すしを主とするべんとう 

第４３類 すしを主とする飲食物の提供 

• 原告登録商標３：  

・登録商標（標準文字） ＳＵＳＨＩ ＺＡＮＭＡＩ 

・商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 

第３０類 すし、べんとう、丼物 

第４３類 すし・丼物を主とする飲食物の提供 

 

なわち，商品又は役務の出所を表示し，識別する標識と

して機能することにあると解されるから，商標がこのよ

うな出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いら

れているといえない場合には，形式的には同法２条３項

各号に掲げる行為に該当するとしても，当該行為は，商

標の『使用』に当たらないと解するのが相当である。」と

判示しています（https://www.take-ip.com/cases/TM-

H20-wa-34852.pdf）。 
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＜被告表示＞ 

• 被告表示１：Ｓｕｓｈｉ Ｚａｎｍａｉ 

• 被告表示２： 

    

＜被告各表示が掲載された被告ウェブページ（被告ウェブサイトのトップページの一部）＞ 

 

    ＊ウェブページ内の被告各表示の使用箇所は赤枠で示されています 
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２ 当事者 

• 原告は、すし店経営、水産物の仕入全般、食材の開

発・製造、新商品の開発等の事業を行う株式会社であ

り、「すしざんまい」という名称の飲食店（以下、 「原

告すし店」）を全国的に展開しています。 

• 被告は、魚介類及び水産加工品の輸出入並びに販売、

一般食堂の経営及び経営指導等の事業を行う株式会

社です。被告は、その完全親会社であるダイショーシ

ンガポールの他、ダイショーマレーシア、スーパース

シ及びダイショータイランドとダイショーグループ

を構成し、日本での食材の仕入れ及び東南アジアの

ダイショーグループ各社への輸出を行っています。 

• スーパースシは、マレーシア及びシンガポールで、

「Ｓｕｓｈｉ Ｚａｎｍａｉ」という名称の飲食店

（以下、「本件すし店」）を展開し、被告各表示を商

標登録しています。 

３ 地裁の判断（令和３年(ワ)１１３５８3） 

（１）被告が被告各表示を「使用」したといえるか 

• 裁判所は、原告各表示と被告各表示はそれぞれ類

似すると判断しました4。 

• そのうえで、以下のように判示して、本件ウェブペ

ージ掲載行為は、商標法２条３項８号の「役務に関

する広告…を内容とする情報に標章を付して電磁

的方法により提供する行為」に該当すると判断しま

した5。 

「原告各商標の指定役務は『すしを主とする飲食

物の提供』であること、被告は、魚介類及び水産

加工品の輸出入等の事業を行う株式会社であり、

日本での食材の仕入れ及び東南アジアのダイシ

ョーグループ各社への輸出を行っていること、

ダイショーグループは、シンガポール・マレーシ

ア・インドネシアなどで 『寿司』、 『和食レストラ

ン』などの店舗を展開していること、本件各ウェ

 
3https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/924/0

92924_hanrei.pdf 
4 知財高裁も、原告各表示と被告各表示は類似すると判

断しています。 
5 原告は、被告が被告表示２をアカウントのプロフィー

ブページ （注：被告各表示が掲載された被告ウェ

ブページのこと）は、日本語によって記載された

主に日本国内の取引者及び需要者に向けたウェ

ブページであり、被告が管理していること、本件

各ウェブページには、スーパースシが展開する

本件すし店に関するものとして被告各表示が掲

載されており、被告各表示とともに 『手頃な価格

で幅広い客層が楽しめる回転寿司。厳選した食

材と豊富なメニューで、人気を集めています。』

との説明が掲載されていることが認められる。 

 このような事情からすれば、本件各ウェブペ

ージにおける被告各表示は、すしを主とする飲

食物の提供を行う本件すし店を紹介するために

掲載されたものであり、 『すしを主とする飲食物

の提供』と類似の役務に係るものといえるから、

原告各商標の指定役務と被告各表示に係る役務

とは類似するものといえる。」（判決文２４－２

５頁ア（ア）） 

（２）被告の反論に対して 

• 被告は、被告各表示はスーパースシがマレーシア

で展開する本件すし店に関するものであり、被告

自身は「すしを主とする飲食物の提供」を行って

いないから、被告各表示に係る役務は原告各商標

の指定役務と類似していないと主張しましたが、

裁判所は以下のように判示して、被告の主張を認

めませんでした。 

「本件各ウェブページは主に日本国内の取引者及

び需要者に向けたウェブページであり、かつ、被

告各表示は 『すしを主とする飲食物の提供』とい

う役務に係るものといえるから、被告各表示が

マレーシアの本件すし店に係るものであったと

しても、本件各ウェブページに被告各表示を掲

載した行為は、日本における原告各商標の出所

表示機能及び品質保証機能を害・・・するもので

あるといえる。」 （判決文２５－２６頁ア（イ）） 

ルに使用した行為についても、使用の差止等を請求しま

したが、東京地裁は、被告がアカウントを管理しておら

ず、被告が原告各商標を使用したとはいえないとして、

この請求を棄却しました。原告は、この棄却された部分

については、控訴審で不服を申し立てていません。 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/924/092924_hanrei.pdf
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/924/092924_hanrei.pdf


 News Letter Vol.7 January 2025 

4 

４ 知財高裁の判断（令和６年(ネ)１００３１7） 

 知財高裁は、本件ウェブページ掲載行為は商標法２

条３項８号の「商品若しくは役務に関する広告」に該当

しないから、商標的使用とはいえず、仮に商標的使用と

考えた場合でも、日本国内で提供される役務に使用さ

れていないから、原告各商標権を侵害しないと判断し

ました8。 

（１）商標法２条３項８号該当性についての判示 

「前記⑴の本件ウェブサイト （注：本件各ウェブペー

ジを含む被告のウェブサイト9）の構成と記載内容

によれば、以下に述べるとおり、本件ウェブサイト

は、全体として、被告を含むダイショーグループが

東南アジアにおいて日本食を提供する飲食店チェ

ーンを展開するとともに、そこで提供するための

鮮度の高い良質な食材を日本から輸出する事業を

営んでいることを紹介するものであると認められ

るから、被告各表示を付した本件各ウェブページ

についても、本件すし店の 『役務に関する広告』に

当たると認めることはできない。 

ア  『事業内容』のページ（前記⑴ウ）は、説明項

目の記載順が 『食材・食品の輸出／提案』、 『加工・

流通』、 『物産展・地域振興』、最後に１０の飲食

店チェーンの一つに被告各表示を付した『店舗

開発・メニュー開発』となっており、それぞれ相

応な分量の説明と写真があり、冒頭の 『食材・食

品の輸出／提案』の末尾は、食材の海外輸出を検

討する日本国内の事業者に向けた呼びかけとな

っている。そうすると、これに続く 『加工・流通』、

『物産展・地域振興』、 『店舗開発・メニュー開発』

は、輸出先の国における流通経路の川下に関す

る事業内容を順次紹介することにより、海外輸

出を検討している国内の事業者に向けて、ダイ

ショーグループを通じた輸出の利点を記載した

ものといえる。 

イ このような食材の輸出に関連する内容は、前

 
7https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/47

8/093478_hanrei.pdf 
8 不正競争行為に該当するか否かについては、商標権侵

害を否定したのと同様の理由から、被告が原告各表示と

類似の商品等表示を「使用」（不競法 2条 1項 1号）した

記⑴のとおり本件ウェブサイトの随所にみられ、

特に 『海外輸出をお考えの方』のページ（前記⑴

カ）は、食材の海外輸出を検討する国内事業者に

向けたものであることが明らかである。 

ウ これに対し、被告各表示を付した部分は、上記

『事業内容』のページにおいては、ページの最後

に被告各表示と簡潔な説明文及び英文ウェブサ

イトへのリンクがあるにとどまり、ページ全体

に占める割合は少なく、具体的なメニューの内

容、価格、店舗の所在場所といった、一般消費者

に向けて本件すし店の役務の内容を知らせる内

容は乏しい ・・・。そして、同ページの記載内容

からも、本件すし店が東南アジアに所在するこ

とは比較的容易に読み取ることができる。 

 トップページ（前記⑴ア）において被告各表示

を用いた部分をみても、英文ウェブサイトへの

リンクがないことを除いては 『事業内容』のペー

ジと同じであり、 ・・・上記の 『事業内容』のペ

ージや 『ダイショーグループとは』のページ（前

記⑴イ）をみれば、本件すし店が東南アジアに所

在すること、日本法人である被告が国内からの

食材の輸出の事業を営んでいることは、比較的

容易に読み取ることができる。・・・ 

ク 以上によれば、被告各表示は、その態様に照ら

し、食材の海外輸出を検討する国内事業者に向

けた本件各ウェブページの中で、被告の事業を

紹介するために使用されているにすぎず、本件

すし店を日本国内の需要者に対し広告する目的

で使用されたものではなく、現にそのような効

果が生じている証拠もない。したがって、本件ウ

ェブページ掲載行為、 『本件すし店の役務に関す

る広告を内容とする情報を電磁的方法により提

供する行為』として商標法２条３項８号に該当

するものということはできない。」（判決文２０

－２４頁（２）） 

とはいえず、不競法 2条 1項 2号に規定する「商品等表

示」として使用したともいえないと判断しています（判

決文 27-28頁 3）。 
9 本件ウェブサイトの各ウェブページは、判決文 33－46

頁の別紙甲４の１から７までに記載されています。 

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/093478_hanrei.pdf
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/093478_hanrei.pdf
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（２）原告各商標権の侵害についての判示 

「仮に、原告が主張するとおり、被告各表示の使用が

本件すし店の存在を日本国内に広く知らしめると

いう点において 『広告』に該当し、商標的使用に該

当すると考えた場合でも、以下のとおり、被告各表

示は、日本国内における役務の提供について使用

されているものではないから、原告各商標権を侵

害するものではない。 

・・・被告各表示を見た日本国内の消費者が被告各

表示により役務の提供の出所を誤認したとしても、

本件すし店が日本で役務を提供していない以上、

その誤認の結果（原告の店であると誤認して、本件

すし店から指定役務の提供を受けること）は、常に

日本の商標権の効力の及ばない国外で発生するこ

とになるはずであり、日本国内で原告各商標権の

出所表示機能が侵害されることはない。 

・・・外国において適法に登録された商標である被

告各表示が当該外国における指定役務の提供を表

示するため本件各ウェブページ上で使用された場

合において、原告各商標権に基づき被告各表示の

使用差止等を認めることは、実質的にみて、原告各

商標の国内における出所表示機能等が侵害されて

いないにもかかわらず、外国商標の当該外国にお

ける指定役務表示のための適法な使用を日本の商

標権により制限することと同様の結果になるから、

商標権独立の原則及び属地主義の原則の観点から

みても相当ではないというべきである。」（判決文

２４－２６頁（３）） 

 

５ 最後に 

 本件では、東京地裁と知財高裁の間で、本件各ウェブ

ページがどのような層（取引者、需要者）を対象とし、

どのような情報の提供を目的とするのかについての認

定や、役務の提供先が国外である点についての評価10が

異なっており、その結果、商標的使用についての結論が

分かれたものと思われます。 

 知財高裁は、本件各ウェブページだけでなく、被告の

ウェブサイト全体の構成と記載内容を検討して、本件

各ウェブページが対象とする層及び提供目的とする情

報を認定していますが、この認定手法についても実務

上の参考になると思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 知財高裁は、WIPO の「インターネット上の商標及び

その他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧

告」（https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/

1401-037.html）にも言及し、本件各ウェブペー

ジにおける被告各表示の使用は、日本国内で商業

的効果を有するとはいえないから、日本国内での

商標としての使用に当たらないと判示しています

（判決文 26 ｰ 27 頁(4)）。  

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/1401-037.html
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/1401-037.html

